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北見市長


指導書

　あなたが所有又は管理する下記の管理不全空家等については、管理不全空家等の状態が改善されていないため、下記のとおり当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき指導します。
　また、本通知により指導をしたにもかかわらず、当該管理不全空家等の状態が改善されないと認められるときは、法第13条第2項の規定により勧告を行うことがあります。当該勧告をした場合は、管理不全空家等の敷地が、地方税法（昭和25年法律第226号）第349条の3の2又は同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、当該勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなりますので、申し添えます。
　なお、措置を行った場合は、下記担当まで連絡してください。

記
	1　対象となる管理不全
空家等の住所及び所在地
	（住　所）北見市
（所在地）北見市

	2　所有者等の住所及び氏名
	

	3　管理不全空家等の状態
	

	4　指導事項
	

	5　指導の責任者及び
担当の連絡先
	



